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【岡山労働局からの依頼事項】

○ 労働基準法の知識不足の法人・事業所が多い。今回配付した「介護労働者の労

働条件の確保・改善のポイント」等を活用し、勉強してもらいたい。

○ 「介護労働者を使用する事業所における《労働条件チェックリスト》」につい

て必要事項を記入の上、岡山労働局労働基準部監督課へ返送をお願いする。

○ 記入方法については、記入の方法を熟読されたい。

→ 上記の不明な点は、岡山労働局労働基準部監督課へ照会ください。→ 上記の不明な点は、岡山労働局労働基準部監督課へ照会ください。→ 上記の不明な点は、岡山労働局労働基準部監督課へ照会ください。→ 上記の不明な点は、岡山労働局労働基準部監督課へ照会ください。

ＴＥＬ０８６－２２５－２０１５ＴＥＬ０８６－２２５－２０１５ＴＥＬ０８６－２２５－２０１５ＴＥＬ０８６－２２５－２０１５

ＦＡＸ０８６－２３１－６４７１ＦＡＸ０８６－２３１－６４７１ＦＡＸ０８６－２３１－６４７１ＦＡＸ０８６－２３１－６４７１

（４）更新申請について（Ｐ１３～２１）（４）更新申請について（Ｐ１３～２１）（４）更新申請について（Ｐ１３～２１）（４）更新申請について（Ｐ１３～２１）

平成18年4月の介護保険制度の改正により、指定（許可）の更新制度が創設され、

介護保険事業所（施設）の指定（許可）について6年ごとに更新することが義務付け

られた。更新を行わない場合又は更新手続きが間に合わない場合には、有効期間

満了により指定（許可）の効力を失うこととなる。

※ できるだけ早めに事業所（施設）所在地を所管する県民局へ提出してください。

（５）平成23年1月21日「全国厚生労働関係部局長会議」からの抜粋資料について（５）平成23年1月21日「全国厚生労働関係部局長会議」からの抜粋資料について（５）平成23年1月21日「全国厚生労働関係部局長会議」からの抜粋資料について（５）平成23年1月21日「全国厚生労働関係部局長会議」からの抜粋資料について

① ２４時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業について（Ｐ５１）

→市町村事業

② 介護職員等によるたんの吸引等実施のための在り方検討会等（Ｐ５２～５４）

→詳細については不明

その他、詳細情報は、以下のＵＲＬを参照のこと。

ＵＲＬ（http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0121-1.html）

（６）厚生労働省発出Ｑ＆Ａ（介護サービス関係Ｑ＆Ａ）について（６）厚生労働省発出Ｑ＆Ａ（介護サービス関係Ｑ＆Ａ）について（６）厚生労働省発出Ｑ＆Ａ（介護サービス関係Ｑ＆Ａ）について（６）厚生労働省発出Ｑ＆Ａ（介護サービス関係Ｑ＆Ａ）について

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室から、今までに国が発出発出したＱ＆Ａ

を取りまとめた『「人員・設備及び運営基準」及び「報 酬算定基準」等に関するＱ

＆Ａ』をホームページ上にエクセル表で掲載している。

ＵＲＬ（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html）

① エクセル表のため、用語検索が可能となっている。

② Ｑ＆Ａは、各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別

具体的な運用方法を規定したものなので、各種法令等と併せて活用をお願いする。

（７）疑義照会（質問）について（７）疑義照会（質問）について（７）疑義照会（質問）について（７）疑義照会（質問）について

① 今回の集団指導に係るものに限らず全ての質問は、別添の質問票（Ｐ８０）を

用いてＦＡＸで所在地所管の県民局（Ｐ８１）へお願いする。

② 電話による照会には、原則として回答を行わない。

③ これらの点について、今日、参加されていない方にも徹底をお願いする。
















